
医療と社会 改訂第９版 変更点
2026年７月

第５章 参考資料

５．療養費払い施術料金の改定

☆ p.110 から以下のものに差し替え

（2026年７月１日現在）

１）あん摩マッサージ指圧師の施術
マッサージ施術は、四肢それぞれと体幹の５局所
について算定する。また、変形徒手矯正は、四肢そ
れぞれについて算定する。

（１）施術料
［通所施術料］

１局所１回につき 470円
２局所１回につき 940円
３局所１回につき 1,410円
４局所１回につき 1,880円
５局所１回につき 2,350円

［訪問施術料］
歩行困難等の理由により施術所に通所して施術
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を受けることが困難な場合で、定期的もしくは計
画的におこなった場合に算定する。施術料と訪問
料を包括したものである。
① 訪問施術料１
※ 同一日・同一建物で施術をおこなった患者数
が「１人の場合」の患者１人あたり料金

１局所１回につき 2,770円
２局所１回につき 3,240円
３局所１回につき 3,710円
４局所１回につき 4,180円
５局所１回につき 4,650円
② 訪問施術料２
※ 同一日・同一建物で施術をおこなった患者数
が「２人の場合」の患者１人あたり料金

１局所１回につき 1,620円
２局所１回につき 2,090円
３局所１回につき 2,560円
４局所１回につき 3,030円
５局所１回につき 3,500円
③ 訪問施術料３
※ 同一日・同一建物で施術をおこなった患者数
が「３人以上９人以下の場合」の患者１人あた
り料金
１局所１回につき 930円
２局所１回につき 1,400円
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３局所１回につき 1,870円
４局所１回につき 2,340円
５局所１回につき 2,810円
④ 訪問施術料４
※ 同一日・同一建物で施術をおこなった患者数
が「10人以上19人以下の場合」の患者１人あた
り料金
１局所１回につき 620円
２局所１回につき 1,090円
３局所１回につき 1,560円
４局所１回につき 2,030円
５局所１回につき 2,500円
⑤ 訪問施術料５
※ 同一日・同一建物で施術をおこなった患者数
が「20人以上の場合」の患者１人あたり料金
１局所１回につき 540円
２局所１回につき 1,010円
３局所１回につき 1,480円
４局所１回につき 1,950円
５局所１回につき 2,420円
注 訪問施術料４および５を算定する施術所におけ
る訪問施術のうち、特定の施設においておこなわ
れるものが訪問施術の９割以上である場合には、
当該施設における訪問施術の料金（一連の施術に
おいて算定される全ての料金）について100分の
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80に相当する額により算定する。

（２）温罨法を併施した場合
① １回につき180円加算
② 温罨法と電気光線器具を使用１回につき300
円

（３）変形徒手矯正術を併施した場合
１肢１回につき470円加算

注 変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められな
い。

（４）明細書発行加算
施術の内容が分かる明細書を無償で発行した場

合 10円

（５）特別地域加算
特別地域の患家で施術をおこなった場合は、１

回につき250円を加算する。
※ 対象は、訪問看護療養費における「特別地域訪
問看護加算」の地域。離島や中山間地等の地域に
おける施術体制を確保し、患者が必要な施術を受
けられるようにする。

（６）往療料
１回につき2,300円

差し替え資料 110～114 4



（７）施術報告書交付料
480円

注１ 片道16キロメートルを超える場合の訪問施
術料、往療料、特別地域加算は、訪問施術また
は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以
外は認められない。

注２ 同一の患者に対する月16回以降の施術につ
いては、マッサージ、訪問施術料、温罨法（電
気光線器具を使用した場合を含む。）および変
形徒手矯正術について所定料金の100分の50
に相当する額により算定する。

２）はり師・きゅう師の施術
※ 訪問施術料、往療料、特別地域加算の要件はマ
ッサージと同じである。

（１）初検料
① １術（はりまたはきゅうのいずれか一方）の場
合 2,000円

② ２術（はり、きゅう併用）の場合 2,320円

（２）施術料
［通所施術料］
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① １術（はりまたはきゅうのいずれか一方）の場
合 １回につき1,650円

② ２術（はり、きゅう併用）の場合 １回につき
1,820円

注 はりまたはきゅうと併せて、施術効果を促進す
るため、それぞれ、はりまたはきゅうの業務の範
囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのな
い電気鍼、電気温灸器または電気光線器具を使用
した場合は、電療料として１回につき100円を加
算する。

［訪問施術料］
① 訪問施術料１
・１術（はりまたはきゅうのいずれか一方）の場合
１回につき 3,950円
・２術（はり、きゅう併用）の場合
１回につき 4,120円
② 訪問施術料２
・１術（はりまたはきゅうのいずれか一方）の場合
１回につき 2,800円
・２術（はり、きゅう併用）の場合
１回につき 2,970円
③ 訪問施術料３
・１術（はりまたはきゅうのいずれか一方）の場合
１回につき 2,110円
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・２術（はり、きゅう併用）の場合
１回につき 2,280円
④ 訪問施術料４
・１術（はりまたはきゅうのいずれか一方）の場合
１回につき 1,800円
・２術（はり、きゅう併用）の場合
１回につき 1,970円
⑤ 訪問施術料５
・１術（はりまたはきゅうのいずれか一方）の場合
１回につき 1,720円
・２術（はり、きゅう併用）の場合
１回につき 1,890円
注 訪問施術料４および５を算定する施術所におけ
る訪問施術のうち、特定の施設においておこなわ
れるものが訪問施術の９割以上である場合には、
当該施設における訪問施術の料金（一連の施術に
おいて算定される全ての料金）について100分の
80に相当する額により算定する。

（３）明細書発行加算
施術の内容が分かる明細書を無償で発行した場

合 10円

（４）電療料（施術料の加算）
電気鍼、電気温灸器または電気光線器具を使用
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した場合は、電療料として１回につき100円を加
算する。

（５）特別地域加算
特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地

域加算として１回につき250円を加算する。

（６）往療料（突発的な往療）
・１回につき 2,300円

（７）施術報告書交付料
480円

注 同一の患者に対する月16回以降の施術について
は、施術料、訪問施術料および電療料について所定
料金の100分の50に相当する額により算定する。
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